
⑥耐震改修促進モデル

⑤の建替え促進モデルでの建替え棟数の2倍 の棟数の建築物を,倒壊危険建築物からランダム

に選定 し,個 別に耐震改修を促進することで,倒 壊する建築物が減少す るモデル を,耐 震改修促

進モデル として設定 した.

⑦既存道路を活か した建替え ・耐震改修促進モデル

②の自律更新モデルのシ ミュレーション結果を参考に,車 両通行可能性か らみた危険箇所に対

し,建 替えまたは耐震改修を重点的に行 うモデルを既存道路を活かした建替え ・耐震改修促進モ

デル として設定 した.建 替えや耐震改修の棟数は,⑤ と同等にしている.建 替えによって車両通

行上重要な道路の幅員不足を解消 し,耐震改修によって地区外周道路 との接続路部分の閉塞を解

消 している.ま た,既 存の幅員4m以 上の道路での閉塞箇所が減少するようにしている.

2-4-5現 状および各市街地モデルにおける地震被害軽減効果

現状および各市街地モデルにおける地震被害軽減効果の評価結果は,以 下のとおりである(表

2-4-3)*47.な お,車 両通行可能性を前提 とした場合の,現 状お よび各市街地モデルにおける風

向別の複合シミュレーションの結果を図2-4-5～ 図2-4-8に 示す.

①現状

事例地区の現状をみると,倒 壊シミュレーションの結果から,倒 壊戸数率が47.9%と なってお

り,総 住戸数の約半数が倒壊の危険性が高いことがわかる.道 路閉塞シミュレーションの結果か

ら,避 難 ・救助 ・消火困難戸数率は,歩 行通行の場合で約4割,車 両通行の場合で約8割 と非常

に高いことがわかる.延 焼シミュレーシ ョンの結果か ら,出 火から3時 間後の延焼戸数率は約7

～8割 と非常に高 く,消 火 を行わなければ,強 風でなくとも(風 速4m/s),3時 間で地区全体

が延焼す ることがわかる.複 合シミュレーシ ョンの結果から,複 合的被災戸数率は,歩 行通行で

3割,車 両通行で6～7割 と高いことがわかる.

② 自律更新モデル

自律更新によ り,倒 壊戸数率は,約7%の 改善がみられ る.避 難 ・救助 ・消火困難戸数率は,

歩行通行の場合は約15%の 改善がみ られ るが,車 両通行の場合は自律更新のみではほとんど改

善 されないことがわかる.延 焼戸数率は,現 状とほぼ変わらず,複 合的被災戸数率においても,

車両通行の場合は大幅な改善がみ られない.

③-1地 区防災道路(幅 員12m)整 備モデル

③-2地 区防災道路(幅 員8m)整 備モデル

地区防災道路整備モデルでは,火 災延焼の遅延 ・遮断において効果がみられる.風 向 「西」で

は,整 備 した道路が延焼遮断帯 となり,延 焼戸数率,複 合的被災戸数率は大幅に改善 されている

*47延 焼 戸 数 に つ い て は180分 後(3時 間 後)の み 示 す .



図2-4-5各 市 街 地 モ デ ル の複 合 シ ミュ レー シ ョン結 果

(車両 通 行 可 能 性,風 向 「西 」,風 速 「4m/s」 の 場 合)そ の1



図24-6各 市 街 地 モ デ ル の 複 合 シ ミ ュ レー シ ョン結 果

(車両 通 行 可 能 性,風 向 「西 」,風 速 「4m/s」 の 場 合)そ の2



図2-4-7各 市 街 地 モ デル の複 合 シ ミュ レー シ ョン結 果

(車両 通 行 可 能 性,風 向 「北 」,風 速 「4m/s」 の場 合)そ の1



図2-4-8各 市 街 地 モ デ ル の複 合 シ ミュ レー シ ョ ン結 果

(車 両 通 行 可 能 性,風 向 「北 」,風 速 「4m/s」 の 場 合)そ の2



(図2-4-5).一 方,風 向 「北」では,延 焼が遮断されず,大 きな改善がみ られない(図2-4-7).

これは,建 築物や道路の配置に起因す るものであ り,火 災延焼については,火 災の条件(出 火点,

風向,風 速)や 市街地の特性(建 築物の耐火性能 と分布状況〉に応 じて,延 焼のパターンが多様

であることがわかる.た だし,ど ちらのモデルでも,地 区防災道路沿道以外の 「アン」部分は,

自律更新 しかなされず,危 険な状況のままであることがわかる.

幅員12mの 道路 と幅員8mの 道路を比較す ると,風 向 「西」の場合,幅 員12mの 方が幅員8m

より延焼が拡大 している(図2-4-5).こ れは,既 存道路の幅員を12mに 拡幅 した際に,除 却対

象にかからない木造建築物が,沿 道建築物 として残 った結果によるものである.こ のことから,

幅員が広いだけでなく,沿 道の建築物の耐火性能を高めない限 り,延 焼遮断帯 として有効に機能

しないことがわかる.

④中街路(幅 員8+6m)ネ ットワーク整備モデル

幅員8mの 道路に加えて,幅 員6m道 路も整備 したモデルであ り,複 合的な地震被害軽減の効

果が,歩 行通行の場合でも,車 両通行の場合でも,と もに最も高い.と くに,火 災延焼の遅延 ・

遮断効果が高く,風 向 「西」の場合は,出 火から3時 間後の延焼戸数率が12.8%と,② の自律更

新モデルと比較して大幅に(約5割)改 善 されている.た だし,地 区内の道路整備の水準が最 も

高いモデルであるとい うことは,同 時に,整 備 に要するコス トが最も高いことを意味している.

さらに,中 街路ネ ッ トワーク整備をしても,道 路整備にかからないエ リアは依然 として危険なま

まであることも問題である.

⑤建替え促進モデル

建替えにより倒壊戸数率は減少しているが,避 難 ・救助 ・消火困難戸数率は,② の自律更新モ

デル と比較 して,大 幅な改善はみ られず,地 区内部で孤立す る建築物が多 く存在 していることが

わかる.複 合的被災戸数率は,風 向 ・通行可能性にかかわらず,② の自律更新モデル と比較 して

6～10%改 善されている.準 耐火建築物の増加により,風 向 「西」「北」ともに延焼速度が若干遅

くなり,火 災延焼の被害軽減についてやや効果がみ られ るが,全 体として地震被害軽減の効果が

大きいとはいえない.

⑥耐震改修促進モデル

建築物倒壊戸数が最も減少するモデルであ り,倒 壊戸数率,歩 行通行の場合の避難 ・救助 ・消

火困難戸数率は,全 モデルで最も小さい値 となっている.一 方,車 両通行の場合の避難 ・救助 ・

消火困難戸数率,延 焼戸数率での改善はみられない.複 合的被災戸数率は,歩 行通行の場合は,

②の自律更新モデル と比較 して1割 程度改善され,④ の中街路ネッ トワーク整備に次いで効果が

高い.し か し,建 築物の耐震性能を,個 別に向上 させるだけでは,車 両通行に関する防災性能は

改善されないことがわかる.

⑦既存道路を活か した建替え ・耐震改修促進モデル

避難 ・救助 ・消火困難戸数率,車 両通行の場合の複合的被災戸数率は,② の 自律更新モデル と



比較 して大幅に(3～4割)改 善 されている.ま た,全 モデルの中で,最 も閉塞お よび孤立する

建築物が少ない.延 焼戸数率は,② の自律更新モデル とほぼ同等であるが,車 両通行の場合の複

合的被災戸数率は,② の自律更新モデル と比較 して大幅に(約3割)改 善されている.道 路閉塞

が少なく,初 期消火の可能性にも期待がもてる.

以上より,地 震被害軽減の効果 とその要因をまとめると(表2-4-4),建 築物倒壊の被害軽減 と

い う点では,整 備戸数が最も多い 「耐震改修促進」が最も効果が高かった.

道路閉塞の被害軽減 とい う点では,歩 行による避難 ・救助を前提 とした場合は,「 耐震改修促

進」が最も効果が高 く,車 両による救助 ・消火を前提 とした場合は,「 既存道路を活かした建替

え ・耐震改修促進」が最も効果が高かった.

火災延焼の被害軽減 とい う点では,「中街路ネ ットワーク整備」,「地区防災道路整備」,その次

に 「建替え促進」の効果が高かった.し か し,火 災延焼の被害は,風 向 ・出火点で,大 きく燃え

広が りが異なるため,画 一的な結果として把握することは困難である.

複合的な被害軽減 とい う点では,歩 行による避難 ・救助を前提 とした場合は,「 中街路ネ ット

ワーク整備」,「耐震改修促進」の効果が高 く,車 両による救助 ・消火を前提 とした場合は,「 中

街路ネ ットワーク整備」,「既存道路を活か した建替え ・耐震改修促進」の効果が高かった.

2-4-6耐 震改修による地震被害軽減の効果

以上の地震時の被災シナ リオ分析の結果を単純に一般化することはできないが*48,耐 震改修

による地震被害軽減効果に関 して,以 下のような示唆を得た.

「住宅の耐震改修推進調査 ・報告」が指摘 しているように,耐 震改修の促進は,地 区レベルで

の地震被害軽減 とい う点で,一 定の効果があることが確認できた.耐 震改修により,倒 壊による

人的被害が軽減されるとともに,孤 立 ・閉塞する建築物を減少 させ,火 災の初期消火の可能性が

高まる.と くに,既 存道路沿道や地区外周道路の接続路部分において,倒 壊危険性の高い建築物

の倒壊を耐震改修によって防止することは,孤 立 ・閉塞す る建築物を減少させ,火 災の初期消火

の可能性 を高めるうえで非常に効果的である.

つま り,耐 震改修は,既 存の 「建築物」をス トックとして活用するとい う側面だけでなく,道

路閉塞 を防 ぐという意味で,既 存の「道路」をス トックとして活用するとい う側面も有 している.

もちろん,耐 震改修では建物 自体の不燃化 ・難燃化ができず,火 災が発生 した場合,消 火 しな

いかぎり地区全体に火災が延焼する可能性が高い.し かし,こ こで確認すべき点は,地 区防災道

路を整備 しても,出 火点,風 向,風 速によっては,延 焼遮断効果が得 られず,火 災が延焼する可

能性が高いとい う点である.ま た,準 耐火構造の建築物への建替えを促進 しても,地 区内に分散

的に建替えが生じている状態では,火 災延焼の遅延効果は大きくないとい う点である.つ まり,

火災延焼の防止 ・遅延効果が得 られない問題は,耐 震改修促進策に固有の問題 とはいえないこと

がわかる.

*48シ ミュレーション手法 と被害状況の想定方法の結果の一般性 を高めるためには,市 街地の特性や火災

の条件などに関して,も っ と多くのシナ リオを想定する必要がある.ま た,整 備 コス トを含めた整備内容

と整備効果の検討 も必要である.



したがって,地 区レベルでの地震被害軽減効果の即効性を高めるためには,耐 震改修の促進を,

他の市街地整備手法の補完的な手法 として位置づけるのではなく,む しろ,耐 震改修の促進を市

街地整備の基本的な手法 として位置づけ,他 の整備手法を適宜連携 させ ることが有効であるとい

える.

た とえば,耐 震改修を促進す るだけでなく,車 両通行上重要 となる狭隘 道路沿いの建物や延焼

経路 となりやすい建物の建替えの促進を適宜組み合わせることで,地震被害軽減効果がより一層

高まる可能性がある.ま た,地 震被害の軽減を促進するうえでは,地 区防災道路の整備 も効果的

である.そ こで,中 長期的には,地 区防災道路 と耐火性能の高い沿道建築物を一体的に整備する

ことを視野におきなが ら,当 面は,耐 震改修 と建替えを促進する,と いった段階的な市街地整備

の進め方 も検討に値する.



2-5第2章 一結

本節では,第2章 の結び として,密 集市街地整備における 「ス トック活用」としての住宅の耐

震改修促進策の意義をまとめる.

「ス トック活用」 とは,広 義には,「 特定の目的のために既存ス トックを活用すること」を意

味す るが,近 年の国,大 阪府,大 阪市の都市計画,住 宅政策 地震防災対策に関する各種の計画,

答申,ガ イ ドラインなどで用い られている 「既存ス トック」'の概念は多様であり,ま た,「 ス ト

ック活用」における 「活用」の意味も多義的である.

「既存ス トック」に 「社会基盤」,「自然環境」を含めず,「 活用」に 「建替え」を含めないと

い う前提で,密 集市街地整備 における 「ス トック活用」の位置づけをみると,① 既存の 「都市施

設」を災害時の避難施設 として活用する施策,② 既存の 「公共建築物」の耐震改修を促進する施

策,③ 既存の 「木造住宅」の耐震改修を促進する施策が,「 ス トック活用」の主要な例である.

ただ し,第1章 で示 したように,国 や 自治体の密集市街地整備の基本的な施策は,道 路 ・公園

などの基盤整備や老朽木造住宅などの建替えによる不燃化 ・耐震化の促進であ り,密 集市街地整

備 における 「ス トック活用」は,そ の補完的な位置づけにあるといえる.

しか し,③ の 「木造住宅」の耐震改修を促進する施策は,密 集市街地の主要な環境構成要素で

ある 「木造住宅」を,直 接 「既存ス トック」として 「活用」する施策であ り,ま た,「木造住宅」

の倒壊を防止するだけでなく,地 震時の道路閉塞を抑制 し,そ れが避難や消火活動の円滑化に寄

与する可能性があることか ら,近 年,そ の制度内容が拡充 してきている.さ らに,耐 震改修に対

する補助は,費 用対効果 も高 く,経 済波及効果も見込まれている.

また,モ デル地区での地震時の被災シナリオ分析の結果から,地 区レベルの地震被害軽減効果

の即効性を高めるためには,耐 震改修の促進 を,他 の市街地整備手法の補完的な手法として位置

づけるのではなく,む しろ,耐 震改修の促進を市街地整備の基本的な手法 として位置づけ,他 の

整備手法 を適宜運携 させるほ うが効果的であることが示唆 された.

耐震改修は,既 存の 「住宅」(建 築物)を ス トックとして活用す るとい う側面だけでなく,道

路閉塞を防 ぐという意味で,既 存の「道路」をス トックとして活用す るとい う側面を有 している.

したがって,「 ス トック活用」 としての住宅の耐震改修の促進は,密 集市街地の防災性向上に

おいて,重 要な意義を有するもの といえる.

以上,第1章 の結び と合わせて,本 論文の第1章 ～第2章 における 「密集市街地整備における

耐震改修促進策の位置づけと意義」に関す る研究のまとめとする.

次章(第3章)は,「 大阪の長屋集積地区の実態 と環境改善の課題」に関する研究(第3章 ～

第5章)の 最初の章 として,主 に大阪市を事例 として,長 屋集積地区の形成 と変容の実態をまと

める.



第3章 長 屋 集 積 地 区 の 形 成 と 変 容

第3章 ～第5章 では,「 大阪 の長屋集積地 区の実態 と環境 改善の課題 」 につ いてま とめ る.

まず,第3章 で は,既 往文献 をも とに,主 に大阪 市を事例 として,近 代長屋 の特性,長 屋集積

地 区の形成過程 とその変容 の実態,近 年の状況 をま とめる.ま た,既 往文献 を もとに,近 年 の大

阪 にお ける長屋 の再評価 と長屋再生 の動 向をま とめる.

第3章 の構成 は,以 下 の とお りで ある.

3-1近 代長屋 の形成

3-1-1日 本のすまい としての長屋

3-1-2近 代大阪の長屋 と借家

3-1-3大 阪の近代長屋

3-2長 屋集積地 区の形成 と戦後の変容

3-2-1大 阪市の居住地

3-2-2長 屋建設 と建築規制

3-2-3戦 後 の長屋 の変容

3-2-4非 戦 災住宅地域

3-2-5戦 前老朽住宅 の戦後の更新

3-2-6長 屋 と住環境の変容

3-3長 屋集積 地区の近年 の状 況

3-3-1居 住者お よび住居の状況

3-3-2人 口減少 と空 き家化
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3-1近 代長屋 の形成

本節 で は,都 市住宅の一類型 であ る,明 治期以降に形成 された 「近代長屋」の特徴 を,大 阪 の

長屋 を中心 に,既 往 文献 をも とにま とめ る.

3-1-1日 本のす まい と しての長屋

かつ て,西 山夘三(1975)は,「 日本のすまい」 のなかで 「日本住宅 の階層構成 と都 市的 ・集

積 的居住形式 を もつ タイ プ」のひ とつ と して 「長屋」を とりあげ,詳 細 に解説 している.そ のな

かで,西 山夘 三(1975)は,ま ず,「 長屋 」の定義 を以下の よ うに説明 して いる(同,p.57).

「長 屋」 あ るいは 「長屋住宅」 といわれ るものは,数 戸の住宅が並 んで一棟 の建物 とし

てたて られ てい るもので ある.住 戸 の配列 形式で 「連続 建」 とい われ る.そ の並べ られて

い る住 戸 の数 で,二 戸建 とか六戸建 とかい う.た だ し,二 戸建の場合 は,敷 地に余裕 があ

る と,開 放 してい る両側面 に出入 口 ・窓な どが とれ るので,前 後の二面 しか開 口の とれ な

い普 通の長屋 住宅 と質的 にこ とな る.そ うい うつ く り方の二戸建 は長屋 とはいわない.英

語 では一戸建 て住 宅を 「独立住宅 」,二 戸建 を 「半独立住宅」(セ ミ ・デ タ ッチ ド・ハ ウス)

とい うの は,こ の理 由による.し か し,長 屋建が非常 に普及 して いた 関西 では,二 戸建 の

場合で も側 面に開 口な どとらな くて長屋風 につ くることが多 く,そ の場合 当然 これ も長屋

と称 して い る.

長屋 の各住 戸は前面 の街路 にそ うて建て られ,そ こか ら出入 りす るのが普通 であ る.し

か し,表 通 りか ら入 った裏 の空 地な どに住戸が並べ られ,そ の出入 りのために裏 通 りか ら

入 る私設 の道がつ くられ る場合 があ る.こ うした もの をふ くめて,表 通 りに面 していない

長屋 を 「裏長屋」とい う.こ れに対 して,表 の通 りに接 して並ぶ ものを 「表長屋」とい う.

戦後,家 主が財産処分 のために長屋住宅 を切売 りす るこ とが多 くお こなわれ,そ のの ち

「区分所有 」 をきめた法律 もで き,カ ベー重で 区切 られ,カ ベや柱 を隣同士 が共有 してい

る長屋 で も,そ のカベ の中心線 で区切 り,売 買 した り,分 割 して所有す ることが広 くお こ

なわれ るよ うになった.し たがって持家 の長屋 も多い.し か し,長 屋 は元来貸家住宅の形

式で ある.

独 立建(一 戸建)で あって も,長 屋 とほ とん ど同 じく,両 側 の住 戸のカベ が くっついて

いる住 宅が あるが,そ うい う住宅 と区別す るため,壁 一重 でつ らなってい る本来の長屋 を

「連棟住 宅」 とい うこ とがあ る.長 屋 の別名 とみて よい.

テ ラスハ ウス といわれ る住宅は,戦 後 の鉄 筋アパー トの一種 として広 く建設 され るよ う

になった.高 くつみ あげ る必要の ない場合,低 層(二 階建)に して,上 下あわせ て一戸 と

し,出 入 口は直接各 戸の前につ く.ア パー トの一種 であるが,共 有 してい るのは各戸間の

カベ だけで,共 同化 の度合 の低い住居形式で ある.形 の上か らは,正 真正銘の長屋で ある.

ただ,遮 断性 のわるいカベー重で 区切 られ ている木造 の在来 の長屋 とくらべて,コ ンク リ

ー ト壁 の遮断性 はま さってい る し,耐 火構 造で延焼 の危険 もほ とん どない.長 屋 といわず,

テ ラスハ ウス とよんで区別 す るの も,そ れ な りに意味が ある.



大阪には長屋 が多 く,ず いぶん立派 な長屋 もあるが,長 屋 といえば裏 長屋 が多 い東京 で

は,長 屋ず まいは貧 乏人のす まい とい うイ メー ジがあ るので,あ ま りすかれ ない.テ ラス

ハ ウスとい えば よく聞 える.マ ンシ ョン とか レジデ ンス とか,名 前 だ け横文字 に して立派

な感 じを出そ うとす ることが戦後流行 しているが.そ の伝 で,長 屋 の こ とを 「タ ウン ・ハ

ウス」な どとよぶ こともお こなわれ てい る.

続 けて,西 山夘三(1975)は,「 コヤ とナガヤ」 「武家 の長屋 」 「貸 家 とナ ガヤ」 「裏 長屋 」 「棟

割長屋」 「大家 と店 子」 「長屋 ずまい」 「ロジ ・ヅシ ・カ ンシ ョ」 「京都 の長屋 」 「細民窟 」 「大阪 ・

名護町 」「日掛 け家賃」 「初期工場労働 者の住宅」 「貸長屋 の構造制 限」 「長屋建 の比重 」 「公共長

屋 」「大阪北港住宅」 「新 しい長屋住 宅」 「四角の管」 「前土間21列 型 」 「間 口のお しつ め ・奥行の

ひきのば し」 「21列 型住宅 の住み 手」 「ヘヤ のつ かい方」 「二階建」 「間貸 し型 か ら重ね建型 へ」

「重層型住 宅」 「戦後 の長屋」 「町家 ・長屋 の近代化 」とい う項 目順 に ,そ れ ぞれの内容 を,図 版

を豊富に用 いて解説 してい る.

ここでは,本 論 文の 目的をふ まえ,長 屋の建設要因や市街地形成 とい う点 で特 に重 要な記述 を

以 下に引用 したい(同,pp.55-100).

・初期 工場労働者 の住宅

資本主義社会の主要階層であ る工場労働 者が,明 治時代のそ の形成期 で,「富国強兵」 「殖

産興 業」の強烈 な搾取 のも とに,都 市 の貧 民窟,最 底辺層 の住 宅を基盤 として出発 してい

ることは,労 働者住宅=底 辺住宅=長 屋 とい う結びつ き,さ らに長屋=低 劣住 宅 とい う観

念 をなが くうえつ けることになった といって よい.

・貸長屋 の構造制限

貧 民の住む貸長屋 が建 て られ るのは,金 持 の恩情や慈善事情 としてで はない.そ れ を貸

して家主 が金 を もうけ るためである.と ころで,と て も人間 の住居 だ とは いえない よ うな

粗 末で非衛 生的な住 宅で も,金 に困ってい る貧乏人 は少 しで も安い家賃 の家 に住 みたが る

ので,結 構住 み手はみつ かる.貧 乏人 に とっては,不 衛生 な住居 に住んで病気や 不時の災

害の原因 をつ ちか うこ とがあっても,今 の暮 らしをど うしの ぐかの方がせ っぱっ ま った問

題 である.と すれ ば,不 衛生で粗悪 ・危険 な住宅 も ドン ドン建 て られ る.

住 宅が営利 の手段 として供給 され る資本 主義の世の 中になる と,住 宅の際 限のない質 の

低下 ・悪化 がすす むのは,そ のためであ る.し か しそれ がもた らす災厄 は,貧 乏人の居住

地だけではお さま らず,都 市全体 を不健康 で住む にた えない場所 にか えて ゆ く危 険 をもっ

てい る.だ か ら,資 本 主義社会や,そ の支 配者 た ちに とって も,極 端 に粗悪 な住 宅が 「自

由」に建 設 され ることは好 ま しくない.こ れが,不 良建築物 の建設 を法律 で取 り締 ま る と

い う 「建築取締行政」 の生まれて くる理 由で ある.

・長屋建 の比重

大阪は江戸時代には 「天下の台所」であ ったが,明 治時代 にな る と,資 本 主義 の発 展 と

共に海 内一の商工業 の中心 として,「 水 の都 」か ら 「煙 の都」に成 長 して いった.そ して職

を求めて ここに集 まって くる貧民た ちによる貸家需要 は,長 屋 建設 をい っそ う促進 した.



・四角 の管

東京 では,大 正12(1923)年 の大震災 で一時的 に足ぶ みがみ られたが,大 都 市への人 口

集 中は明治30(1897)年 前後 か ら資本主義 の発展 と共に,次 第に急調 をおびて くる.も と

は,田 舎か らや って くる働 き人(ハ タラキ ド)の ための住宅供給 は,主 として地 主 ・家主

の 自前の建設 だったが,大 阪で はや がて小金 をためて小家主 になろ うとす る人を 目当の,

建 売 り大工(現 代 風にい えば建売業者 ・デベ ロッパ ー)に よる住宅建設 が,大 きな役割 を

果 たす よ うにな って きた.ま た,こ うした住宅 建設のた めに,大 量の 土地 が,都 心周 辺部

の土地 区画整理 に よって供給 され るよ うに なって きた.(中 略)

奥行の深 い敷 地に,住 宅 をた てこんでゆ こ うとす る建売 り大工や家 主たちの努 力は,住

宅の間 口をせ ば め,奥 行の深い 間取 りをつ くるとい う傾 向をつ よめた.こ うして,か つて

「ウナ ギの寝床 」式 だ といわれ ていた通 り庭方 の住宅 よ りも,さ らに細 くて奥行のふかい,

「四角の管」 とで もいった方 が よさそ うな,21列 型住宅が,こ こに定型化 してゆ くことに

な るので ある.

・前土間21列 型*1

で きるだけ タタ ミを多 く敷 いて,貸 家 と しての経済的効率 をたかめ るためには,建 物の

奥行い っぱいにつづいてい る通 り庭 は不経済 な存在 であ る.そ こで,そ の一部に床 をは り,

タタ ミじきにす る とい う形 を とったのが,名 古屋の 「切 り庭型」住宅 であった.大 阪では

そ うした条件の ほかに,奥 行 の深 い宅地 をフルにつか うため,住 宅の奥行 を深 くす る.し

か し,そ のた めあま り大きな家 になっては困 る.で きるだけ沢 山の住 戸 を一定の敷地内へ

つ めこむ ために は間 口をで きるだ けせ ばめる-と い うことにな る.

・二階建*2

間 口をせば め,奥 行 をなが くす るほかに,さ らに効率 よ く土地 を利用 す るためには,当

然,居 住 空間 をつみ重 ね ること,つ ま り,二 階建 にす るこ とが考 え られ る.関 西には,裏

長屋 に も古 くか らよ く二階建 がたて られ ていた.

・戦後 の長屋

戦 前,都 市住 民の大 多数 を 占め る中層以下の借家人階層 に対す る住 宅の主要な タイプで

あった長屋住宅 は,第 二次世界 大戦 後は大 き く後 退 した.

戦後,長 屋 住宅 が主座 か らし りぞいたのは,

(1)民 間貸家供給 その ものが,戦 後 のイ ンフ レの中で成 り立たな くな った.

(2)低 収入層 のための貸家は,戦 後の住 宅政策 の展開で生まれて きた公営 ・公団 ・公社 な

どの公共賃貸住 宅に部 分的に肩替 りされ たが,そ れ ら敗 戦直後は木造住宅 をたてて いた も

のの,や が て耐久的な鉄筋 コンク リー ト構造 を採 用す るよ うにな り,そ の結果,木 造長屋

建 築 と同 じ形式 とみ られ るテ ラスハ ウスがその中にふ くまれ ていたが,敷 地条件が きび し

くな る とともに姿を消 して,大 部分が中 ・高層 のアパー トにかわ ってい った.

しか し,戦 後,長 屋 住宅の建設が全 くな くなったわ けでは ない.

*1図3-1-1を 参 照 .

*2図3-1-2を 参 照 .



図 注:西 山 夘 三(1975)に お け る 図 の タイ トル は,

「21列 前 土 間 型(平 屋 建),6322型 の住 み 方 の典 型 」 で あ る .

出典:西 山 夘 三(1975,p.89)

図3-1-1平 屋建て前土間型の長屋の典型例

図 注:西 山夘 三(1975)に お け る図 の タイ トル は,

「21列 前 土 間型2階 家 の住 み 方 の典 型 」 で あ る .

出 典:西 山夘 三(1975,p.91)

図3-1-22階 建て前土間型の長屋の典型例



戦後直後の住宅復興ブームで持てる層の持家建設が一巡 し,低 収入層への公共賃貸住宅

の供給が遅々としている中で,1950年 代になるとピンか らキリまであるが,「建売住宅」

の供給が頭をもたげてきた.き びしい需給条件か ら,低 質の建売住宅は,特 に大阪周辺で

は,長 屋形式を採用す るものが多くなった.(中 略)ま た長屋でなくとも,き び しい宅地条

件か ら,一 戸建ではあるが長屋のよ うにビッシリ軒をつ らねて建てられる分譲 ・建売住宅

=持 家も数多く建設 され,そ れが都市周辺の新開地や郊外住宅地で幅をきかすようになっ

た.

その後 さらにきび しい住宅不足の状況に対 して,1950年 代の後半から民間貸家供給がつ

いに復活 し,都 市住宅供給の主流を占めるようになってくる.し か しその主流は,長 屋住

宅ではなくて,高 い地価 ・地代 ・建築費に低い家賃負担能力をむすびつけるため,よ り小

さな住戸 ・住室を立体的につみかさねた低劣な木造賃貸アパー トの形式をとるようになる.

こ うして,大 阪地方でも,全 然なくなった とい うわけではないが,長 屋は貸家住宅の主要

形式でな くなってくる.(中 略)

なお今一つの戦後の重要な変化は,モ ータリゼーシ ョンに対応する住宅の変化である.

戦後は余裕のある敷地の場合に建物を後退 させ るのは,前 に庭をつ くるためではなく,自

動車の駐車場をとるためである.戦 前の長屋でも,前 庭が とってあったのを,そ のように

改造 している例が多い.長 屋の建売住宅の中には,ガ レージづきの三階建のものもあらわ

れてきた.

西山夘三(1975)は,「 長屋」とい う住宅類型を,「 日本住宅の階層構成と都市的 ・集積的居住

形式」の関係に焦点を当てて説明する立場をとっているため,記 述全体を通 じて,「 長屋」を,

資本主義社会のなかで搾取 されている労働者,つ ま り社会の底辺層の住宅として捉える見方が強

調 されている.

確かに,長 屋および長屋が集積する市街地が,資 本主義社会の発展のなかで形成 された という

歴史認識は,今 日においても重要な意味をもつ.し かし,一 方で,特 に大阪の長屋では,間 口は

狭いながらも敷地面積や床面積が比較的大きいものも供給されていること,戦後の木造賃貸アパ

ー トと比べて
,長 屋の方が住宅 としての質が高いことなど,長 屋を必ず しも否定的に捉えていな

い と解釈できる記述 も散見され ることに留意す る必要がある.

3-1-2近 代大阪の長屋 と借家

寺内信 ・和田康由(1989)は,「 近代大阪の長屋 と借家」と題す る節で,明 治期から昭和戦前

期にかけての大阪市の人口動態,住 宅の状況,借 家経営の状況などを簡潔にまとめている.

以下にその内容を引用する(同,pp.332-334).

・近代大阪の住宅事情

明治 ・大正 ・昭和 と大阪市の人口は驚異的に増加 した.明 治39年(1906)に128万9000

人であった人 口が,大 正14年(1925)に は213万2000人,昭 和15年 には328万8000人

(いずれも現市域に換算)に 達 した.単 純平均 して比べてみると前半の明治 ・大正期に年



間4万2000人,後 半の昭和 戦前期 に年 間7万7000人 が増加 してお り,昭 和の増加ぶ りが

とくに著 しい.ま た昭和の15年 間の人 口増加 は,旧 市域の21万2000人 に対 して新 市域 が

92万4000人 とな り,新 市域 の増加 が圧倒 的で あった.

一方
,住 宅数は大正元年 に20万6289戸 であったが,同14年 には26万1046戸 とな り,

年間約5000戸 の割合 で増加 した.同 年 の第二次市域拡張 とともに周辺 町村18万835戸 が

新市域 として編入 され,こ の時点で大阪市 の住宅数 は44万1881戸 になった.こ れ が昭和

16年 には61万452戸 に達 した.こ の間 の増加数 は旧市域 ではわずか4100戸 にす ぎないが,

新市域では16万4000戸 を数 え,こ の 区域で年間1万 戸以上の住宅建設 が行 なわれた こ と

を物語 ってい る.

住宅 の所有関係 は,大 正15年 当時の住宅総数 に占める借 家の比率が約9割 に ものぼ り,

この値 は昭和16年 において もほとん ど変 わっていない.つ ま り,こ の間大量に建設 された

住 宅のほ とん どが借家 であった とい うこ とである.同15年 に行 なわれ た大阪市社 会部の調

査 に よる と*3,総 住宅戸数 の95パ ーセ ン トが長屋建で ある.こ れ らの こ とか らみ る と,大

阪市内 どくに新 市域 に大量 に建設 された住宅の ほ とん どが長屋 建の借家 であった とい うこ

とになる.(以 下略)

・借家経営 とそ の内容

前掲 の大阪市社会部 の調査 による と,借 家 の家主 は10戸 以 上50戸 未満 の貸 家を所有す

るものが46.09パ ーセ ン トで もっ とも多い。また2000戸 以上の貸家 を所有す る家 主は比率

は小 さいが45人 も存在 してい る.多 数 の貸家 を所有す る家主は,大 半が生業 として借 家経

営 を行 なってい た とい えよ う.他 方,10戸 未満 の家主 も35.55パ ーセ ン トと多い.こ れ ら

は長屋 を1-2棟 程度所有す るもので,副 業的 なものであったのだろ う.な お,長 屋は4戸

建 が もっ とも多 く,次 いで6戸 建,5戸 建 の順 にな り,ま た階数は2階 建 が8割 以上を 占

めている.

貸家 の賃貸条件 は当時の慣習 では,住 宅の畳 ・建具 を借家 人が負担す る裸貸 と,家 主の

負担っ ま り畳 ・建 具が備付 けになってい る付貸 があった.昭 和15年 の調査時点 ではお よそ

1対2の 割合 で付貸 が多 くなってい る.規 模 の小 さな住宅ほ ど裸貸 の比率 が高 く,ま た新

市域 では付貸が多 くなってい る.(中 略)

借家 の居住者 は労働者 がもっ とも多 く,次 いで会社員,官 公 吏の順 で あった.住 宅 の規

模別 では官公吏 ・会社員が 中住宅(延10-20坪)・ 大住宅(延20-35坪)に,労 働者 は小住

宅(延10坪 未満)に 住 んでい る.多 くの工場 が立地す る区には近所で働 く労働者 が多 く,

住 宅地域 となっている周辺 の区には,東 区あた りに通勤 してい る給料 生活者が住ん でいる

と報告 され てい る.

長屋 の建設 には建売 大工が活躍 した.建 売大工 は地主 と交渉 して土地 を借 り受 け,そ の

場所 に長屋 を建 て,大 工 自らが買主(家 主)を 探 して売 る とい うのが一般的で あったよ う

であ る.ま た別 にブ ローカー(こ れ も建売 大工 とよばれ ていた)が いて,買 主 を見つ けて

*3引 用 文 中 の 「大 阪 市 社 会 部 の 調 査 」 とは
,大 阪 市社 会 部(1940:「 本 市 に 於 け る貸 家 の 状 況 」)の こ とで

あ る.



地主 と大工のなかに立って建売長屋を斡旋するとい うことも行なわれた.材 木屋などがプ

ローカーになることもあるし,材 木問屋が直接長屋を建てて売っていたという話もある.

このようにして長屋は建売されることが多かったが,土 地はおおむね借地のままで,売 ら

れることはなかったようである.新 開地の長屋で借地が多いのは,こ うした建て方による

もの と思われる.(以 下略)

以上の記述から,戦 前の大阪市では,人 口が急増 したが,そ のほとん どが,「建売大工」が建

設 した長屋建ての借家に居住 したことがわかる.ま た,そ の居住者層も,長 屋の規模に応 じて,

ブルーカラー層からホワイ トカラー層まで幅広かったことがわかる.

3-1-3大 阪の近代長屋

寺内信 ・和 田康由(1989)は,「 大阪の近代長屋建住宅」と題する節 において,明 治期から昭

和戦前期にかけて,大 阪市で建設 された長屋建て住宅の形態面 ・意匠面か らみた特徴を簡潔にま

とめている(同,pp.338-339).

以下にその内容を引用する.

・近世長屋から近代長屋へ

明治時代の新市街地には,旧 大阪三郷 と共通する形態,す なわち通 り庭形式の間取りを

もつ表長屋が建っていた.こ の長屋は間 口が2間 余 り,奥 行が5-6間 程度の規模で,旧 三

郷のもの と比べると全般的に間口が小 さい。外観は2階 建てで,軒 先 と外壁は土蔵のよう

に厚 く塗った防火構造の塗籠 とし,袖 壁 をもつものであった.一 方,路 地に面した裏長屋

は間口1間 半から2間 程度の規模で,間 取 りは通 り庭形式は少なく,前 に土間を配置した

形式が多 くみ られた.

大正時代にはいっても長屋の間取 りは通 り庭形式が主流でこの点は変わらないが,外 観

や構造に変化がみられた.そ れまでの塗籠に代わって,軒 先は構造材料を露出した出桁構

造,外 壁は長押付真壁 といった非防火構造の長屋が登場 しは じめた.袖 壁 も形骸化 して木

造で形を残すのみとなっている.ま たこの時期は通り庭形式とは別に,前 面の道路に面す

る部分に台所土間を配置 した新 しい間取 りの長屋が登場す る*4.こ れは元来は裏長屋の形

式であったが,便 所汲取の通路となっていた通 り庭を設ける必要がなくなったことから,

表長屋にも普及 してきたものと考えられ る.

大正時代 も後半になると,前 面に台所土間を配置した間取 りを中心に,さ らに発展した

長屋が登場 した.長 屋の本棟を道路か ら後退 させて建て,棟 全体を塀で囲む新しい形式で

ある.塀 は簡単な板塀からモルタルで固めた煉瓦塀など種類も豊富で,さ らに塀 と門柱,

格子戸のある門構えをとるものなどいろいろな工夫が行なわれた.門 の玄関と本棟の玄関

を配置す ることによって,邸 宅風の装いが強 くなった.な かでも源氏塀まがいの塀に門構

え,さ さやかながらも前栽をとり,本 棟2階 の表側には座敷を配置 して,縁 側の廊下は大

*4寺 内信 ・和 田康 由(1989)は
,「 台 所 型 」 と呼 ん で い る.



きなガラス窓で開放する新 しい長屋が,大 阪市南部の新市街地に多 く建設 された*5.

同じ時期にもうひとつ新 しい形式の長屋が登場 した.上 述の塀で囲むものとはまった く

逆の扱いで,長 屋玄関の前面を広 く開放する形式である*6.道 路から長屋住戸の玄関を少

し後退 させ,そ の部分を開放的な扱いとするもので,こ れに伴って長屋の壁面も凹凸のあ

る変化に富んだ構成 となり,ま た,玄 関を含む前庭部分は生垣を植えた落ち着いた景観 に

なった.本 棟から突き出している下屋は,台 所や応接間あるいは居室に使われたが,外 観

はその屋上をバルコニー としたものがあり,和洋折衷があり,と きには大胆な洋風 もあ り,

非常にバラエティーに富んでいた.

このように新市街地に建つ長屋住宅は,近 世以来の伝統的な様式を受け継 ぐ形で建て ら

れたものが,都 市化 とい う時代的な背景と,新 しい技術や材料 を使って大きく変化 し,昭

和初期には前庭をもつもの,門 と塀で囲まれた ものなど,ま った く新 しい形態の長屋住宅

を生みだした.大 阪の長屋は近代都市住宅 として独特の発展をとげたのである.

以上 の記述 か ら,寺 内信 ・和 田康 由(1989)は,大 阪の長屋 が 「近代都市住宅 として独 特の発

展 を とげた」 こ とを高 く評価 してい るこ とがわかる.

参 考 と して,寺 内信 ・和 田康 由(1989)が 類型化 してい る長屋 の平面(間 取 り)の 例 を,図

3-1-3に 示す.ま た,寺 内信 ・和田康 由(1989)が,「 長屋外観 」を軒先廻 りの種類 を もとに類 型

化 した図を転載す る(図3-1-4).

*5寺 内信 ・和 田康 由(1989)は
,「 前廊 下 型 」 と呼 ん で い る.

*6寺 内信・ 和 田康 由(1989)は
,「 前 庭 型 」 と呼 ん で い る.



・図 注1:本 図 は ,寺 内信(1992)を も とに

編 集 した も の で あ る.

・図 注2:① ～ ④ の 間 取 り図 の左 側 が1階

右 側 が2階 を表 す.

出典:寺 内信(1992:①p.10,②p.14③p.6

④p.20⑤p.21)

図3-1-3大 阪 の長 屋 平 面(間 取 り)の 類 型 化



出典:寺 内信・ 和 田康 由(1989,p340)

図3-1-4大 阪 の長 屋 外 観 の 類 型 化



3-2長 屋集積地区の形成と戦後の変容

本節 では,大 阪市 にお ける長屋集積 地区の形成過程 と戦後 にお ける変容過程 の特徴 を,森 本信

明(1975,1976),ア ーバ ンプ ランニ ング研究所(1982),住 田昌二(1982),寺 内信 ・和 田康由

(1989),寺 内信(1993),北 條 蓮英(1997)な どを もとにま とめる.

3-2-1大 阪市の居住地

大阪市の市域は,東 西約19km,南 北約20km,面 積約220平 方kmで ある.2000年(平 成

12年)国 勢調査によると,常 住人口総数は約260万 人,総 世帯数は約117万 世帯である.2003

年(平 成15年)住 宅 ・土地統計調査によると,総 住宅数は約119万 戸で,う ち戸建てが約30

万戸,長 屋建てが9万 戸,共 同住宅が約80万 戸 となっている.

市内の居住地は,市 街地形成の時期,地 形や基盤整備の状況,戦 災の有無,土 地利用や住宅タ

イプな どに応 じて,さ まざまな様相 を帯びている.そ れ らの居住地を市街地形成の時期にしたが

って大まかに列挙す ると,豊 臣秀吉や松平忠明時代に形成 された計画的な市街地(大 阪三郷),

その外縁部に散在す る旧集落,戦 前のスプロール市街地,戦 前の耕地整理による市街地,戦 前の

土地区画整理による市街地,戦 前の土地会社による市街地,戦 後の土地区画整理による市街地,

戦後の大規模開発による市街地などである.

近世に計画的に形成された市街地(大 阪三郷)は,上 町台地などの住宅地を除き,大 阪市の都

心業務地域 を形成 している.市 街地のほとんどが戦災に遭い,戦 後に土地区画整理(戦 災復興土

地区画整理)が 行われた地区が多い.し か し,船 場地区に代表 され るように,近 世に形成 された

整然 とした街区形状は,現 在にも継承 されている.

1887年(明 治20年)頃 から,旧 大阪三郷を中心に郊外に向かって市街化がはじまったが,道

路や下水溝などの基盤整備がなされず,い わゆるスプロール的に市街地が拡大 していった.戦 前

のスプロール地区は,工 場立地などに伴 う労働者向けの居住地 として,近 世以来の計画的市街地

の近傍に滲み出すように拡大 した地区が多い.時 期的には,1897年(明 治30年)の 第1次 市域

拡張以降の明治 ・大正期にスプロール した地区が多いが,1925年(大 正14年)の 第2次 市域拡

張以降の昭和期に,土 地区画整理が実施 されずにスプロール した地区もある.

戦前の耕地整理による市街地は,1899年(明 治32年)に 制定された耕地整理法が,1909年(明

治42年)に 改正されたことを受け,1910年(明 治42年)の 今宮村第一耕地整理組合の設立を

皮切 りに,地 権者(組 合)が 耕地整理事業を各地で進めてできたものである.

また,1919年(大 正8年)の 都市計画法の制定を受け,土 地区画整理制度が創設されてから

は,当 時の大阪市長である関一の 「予防の都市計画」の理念のもと,1924年(大 正13年)の 阪

南土地区画整理組合設立を皮切 りに,市 街化に先行するかたちで土地区画整理が各地で推進され

た.そ して,そ のほとんどが地権者 による組合方式の土地区画整理であった.

このほか,戦 前の民間の土地会社による市街地が,主 として臨海部において形成された.

こうして,耕 地整理組合,土 地区画整理組合,土 地会社 とい う,い ずれも民間による戦前期の

市街地開発によって,今 日の大阪市の主要な居住地が形成 されていった(図3-2-1).



図注:赤 澤宏樹(2004)の 掲載図をもとに凡例の一部を編集 している.

出典:赤 澤 宏 樹(2004,p.16)

図3-2-1大 阪市 化戦前期の市街地開発状況



3-2-2長 屋建設と建築規制

3-1節 で示 したように,戦 前に形成 された市街地,特 にスプロール市街地,耕 地整理による市

街地,土 地区画整理による市街地には,長 屋建ての貸家住宅が数多く建設 されたが,こ うした長

屋が集積する地区の環境水準は,基 盤整備の状況に加え,長 屋建設 当時の建築規制の適用状況が

大きく影響 している.

大阪では,1986年(明 治19年)に,当 時のコレラ流行を背景 として,全 国初の体系的な近代

建築ルール といえる大阪府長屋建築規則が制定 された.同 規則では,手 続き関係,命 令 ・罰則,

敷地内条件,建 物構造形態などの規定が定められた.た とえば,敷 地内条件 としては,敷 地内通

路幅員は6尺 以上とする,長屋は他の建物 と3尺 以上の距離をとることなどの規定が定められた.

しか し,大 阪府長屋建築規則は,い わゆるスラムといわれるような裏長屋が集積す る地区の劣悪

な環境改善を目的としていることもあり,長屋建てのスプロール市街地の形成を抑制するまでの

効果はもちえなかった.

こうした状況のもと,1909年(明 治42年)の 「北の大火」を契機に,長 屋のみならず広 く一

般的な建造物に適用する建築規則 として,大 阪府建築取締規則が警察命令として発令された.こ

の大阪府建築取締規則は,警 察命令としての性格上,生 命や財産の安全 と健康を確保することが

主眼であるが,そ の内容は,敷 地関係,軒 高および外部構造,内 部構造,階 段関係,屋 根の構造

材料,煙 突の構造材料,衛 生設備,長 屋関係など多岐に渡る.

長屋の建て方に関係する規則も多 く,主 要なものとして,1)道 路と通路の区別をして道路に

面するものを表家,表 家でないものをすべて裏家 とすること,2)道 路・通路に沿 う建造物は道

路 と建物の間に1尺5寸 以上の距離をとること,3)住 戸には建坪の4分 の1以 上の余地をとる

こと,4)住 戸の天井高は7尺 以上,住 戸には各戸に便所を設けること,5)木 造長屋は間口15

間を越 えてはな らないこと,6)木 造長屋の間には3尺 以上の距離をとること,7)裏 家には通路

を設け2方 向以上に道路または通路を接続 させ ること,8)通 路の幅は9尺 以上であること,な

どが定められた(寺 内信 ・和田康由:1989).

こうした規則は,長 屋の形態や意匠にさまざまな影響を与えた.た とえば,長 屋の棟間に3

尺以上の間隔をとることで,そ の部分を便所汲取 り用の通路 として利用できるようになったこと

を受け,そ れまで長屋内部に存在 した通 り庭が必ず必要なものではなくなった.そ れが,前 面道

路に面する部分に台所土間を配置 した新しい間取 りの長屋を生 じさせた.ま た,同 規則の適用に

よって,防 火規定の一部が緩和 されたことにより,軒 裏の構造材料がそのまま露出する出桁構造

の長屋や外壁に土壁 を露出させる真壁仕様の長屋も生 じさせた.

特に,道 路(通 路)か らの1尺5寸 の外壁後退,長 屋における9尺 以上の敷地内通路幅員の規

定は,相 隣環境を改善す る効果を発揮 した.た だ し,ス プロール市街地は,道 路などの基盤がも

ともと不十分なため,市 街地全体 としての過密性は解消されなかった.ま た,耕 地整理事業によ

る市街地 も,宅 地区画 としては大きすぎる耕地の区画がそのまま宅地化 されると,区 画内部に裏

宅地が生まれ,過 密 な市街地を形成 される結果 となった.

1919年(大 正8年)に 都市計画法 とともに市街地建築物法が制定 され,土 地区画整理による

基盤整備が進められた地区では,事 業の進行に合わせて,市 街地建築物法で創設 された建築線の

指定を受けて長屋が建設 されていった。また,耕 地整理によって形成 された市街地であっても,



建築線制度を用いて土地区画整理並みの基準で計画的に市街化を誘導 した地区もあった.

なお,大 阪府建築取締規則は,市 街地建築物法と併用するかたちで実質的に存続 し,道 路より

1尺5寸 後退 した位置を建築線 とすることが規定 されていた.ま た,2階 建ての場合は,2階 の

壁面をさらに9尺 以上後退することが規定されていた.そ のため,区 画整理 された街区で長屋が

建設 される場合,建 築線の位置で,1階 部分は塀や生垣が連な り,2階 部分は壁面が連なること

になり,そ れが開放的な道路空間と統一感のある街並みをもたらした.

以上のような建築規制の効果について,寺 内信(1993)は,「 建築行政,都 市計画行政の実効

をここに確認す ることが出来た」 と述べ,特 に建築線については,「建築線指定とい う最も基本

となるべき建築敷地に関するコン トロール技法は良好な市街地形成に大いに寄与 した.(中 略)

長屋建住宅を 「連続建住宅」と見なせば,現 代に十分通用する技法である」と述べ,高 く評価 し

ている.

3-2-3戦 後 の長屋 の変容

大阪市の居住地で,第 二次世界大戦 におい て空襲 に よる戦 災の被害 を受 けなかった地域(以 下,

非戦災住宅地域)は,戦 後 も長屋建 て住 宅が集積 す る地 区と して存続 した.そ して,長 屋建 て住

宅の多 くは,戦 後,改 修,建 替 えが行 われ,そ れ に伴 い,長 屋集積地 区の市街 地環境 も変容 して

い った.

寺内信(1993)は,非 戦 災住 宅地域 における戦後の長屋 の変容 とその要因 を,以 下の よ うにま

とめてい る(同,pp.231-233).

昭和12(1937)年 に公布 された地代家賃統制令は戦後 も持続 され借家経営に とって大き

な問題を残 した.そ の1つ は借家の維持管理の問題である,敗 戦直後からのインフレによ

って物価が高騰するが,地 代家賃は必ず しもそれに応 じて値上げをすることが出来ず家主

の経営意欲を鈍 らせた.建 築資材が国家統制により依然 として 自由に入手することが出来

ない という事情,仮 に入手できたとしてもインフレにより価格が高くなっているという事

情などなどが作用し借家のメンテナンスが著 しく後退 した.戦 中から戦後にかけて,殆 ど

の家主が 自己の借家の修理に事欠いていたのである.家 賃が取れないとい うこと,そ の逆

に修理の費用がかさむとい うこと,結 局は居住者に負担 させる(裏 取引)と い うことにな

り,建 物保全の質を低下させてしまった.長 屋の崩壊はここから始まったと見て良い.

2番 目の大きな問題はいわゆる財産税についてである.こ れは租税特別措置法により不

動産所有に大きな税金が課せ られた.戦 前には考えられなかった制度である.こ れにより

長屋の所有形態が大きく変貌す る.

財産税の賦課により個人 レベルの地主(家 主)は 税金対策 として自己所有の土地 ・建物

を処分せ ざるを得なくなった.処 分は建物については多くの場合居住者に買い取 らせる方

法が取 られた.長 屋でも,そ の底地の土地でも,住 戸単位に分割 して売られた.(中 略)

居住者に払い下げることの出来なかった地主 ・家主は物納 とい う手段で居住者をそのま

まに財産の権利 を国へ移管 している.物 納によって長屋が国へ移管されるものはかなり多

かったようである.国 はこの長屋(土 地)を 住戸単位に分割 して居住者にこれも払い下げ



を行っている.

いづれにしても財産税をきっかけとして,権 利が住戸単位に分割されることになった.

ここか ら長屋の変貌が始まる.

一方家主の うち借地の場合は概 して建物(長 屋)の 処分が行われていない .建 物の処分

をするにしても土地が借地であ り,地 主に断 りなく建物を処分することが出来ないので最

終的にはそのまま残 るとい うことになった.

長屋の内個人に払い下げられたものはそれ以降最初は内部の改装か ら,次 いで簡単な増

築,時 代 とともに大がかりな増築,挙 げ句の果てには分割建て替えということになる.内

部の改装の段階では直接影響が見られないが,増 築 となると外面的に表れ,最 初の空間構

成がこの段階で崩れることになる.こ れ らは現存す る長屋地区に共通 して見られる現象で

ある.建 て替 えは昭和50年 代後半に特に顕著な現象 としてみ られ建物単位から街区単位で

の変貌が激 しくなっている.

借地の場合比較的原型を維持することが出来た.調 査を開始 した昭和50年 代前半でも原

型を保つ長屋群はどちらかといえばこのケースのものであ りそれだけに環境が維持 されて

きた.そ れでも内部の改装はかな り行われていた し変貌とい うことからみると外に現れな

い状態で進んでいたようである.

財産税 に絡んでもう一つ大きな変化が出ている.そ れは相続の問題である.克 明に追跡

した訳ではないが田辺地区辺 りの長屋では,相 続に関係 して宅地を坪単位に分割 されてい

る例がある.遺 産相続の段階で均等に財産を分与することか ら生ずることで土地が細か く

分筆 され混乱が生 じている.分 筆ではないけれ ども20数 人で共有す るとい う事例 も見られ

た.こ うなると建物を維持 して行くということも難 しくな り最終的には建物処分,あ るい

は土地 ・建物処分 とい うことで完全に建て替わって しま うことになる.こ れが長屋地区の

現状 といえる.

以上 の よ うに,寺 内信(1993)は,地 代家賃統制令,財 産税,相 続税 とい う制度的な要因が,

戦後 の長屋 の変容 にお いて,維 持管理不足 に よる住 宅 と しての質の低下,増 築や戸別 の建 替えに

よる相 隣環境の低下 といったマイナスの影響 をもた らした ことを指摘 してい る.

なお,長 屋 の増改築 に関 して,参 考 と して,ア ーバ ンプ ランニ ング研 究所(1982)に 記載 され

てい る,大 阪市総 合計画局 「大 阪市都 市性 工業調査報告書」(1969年)に おける 「長屋 住宅にお

ける典型 的 な改善例」 を転載 する(図3-2-2).

3-2-4非 戦災住宅地域

住 田昌二(1982)は,「 不良住宅地 区の型 」の論考(初 出1972)の なかで,ス ラムに対 して,

「空間的悪化 が極 限に達 してないまで も,現 在,不 良化が進行 中の地 区」をブ ライ トと規定 して,

「ブ ライ トの多様 な存在 形態 を類型化 し,事 業 のプライオ リテ ィを明確 に してい くことが,住 宅

供 給計画論 の重 要なテーマ とな る」 こ とを先駆的 に提案 した.

そ して,「 住 宅,環 境の荒廃化 を規 定 してい る最重要 の要因」 と して,「a建 物 の老朽性」,「b

人 口 ・住宅の過密性 」,「c土 地利用 の混合性 」の3点 を挙 げ,こ れ らの要因が複合的にみ られ る



例1)戦 前長屋の事例で,第1段 階として,台 所の土間に床を張 り台所兼食堂にする,通 路部

分に床を張 り廊下にする改築を行い,第2段 階 として,専 用水道の引き込みに伴い,裏 庭の

部分に台所や風呂を増築している.

例2)戦 前長屋で,子 どもの増加や成長に伴い,居 室の拡大や増築を行った事例である.第1

段階として,台 所に床を張り,2階 に4畳 半と2畳 の部屋を増築 し,第2段 階 として,裏 庭

をつぶして風呂の増設,前 栽をつぶ して台所の増築を行い,同 時に,2階 部分の居室をさら

に拡大している.

例3)戦 後の長屋の事例で,裏 庭をつぶして,1階 に3畳,2階 に4畳 の部屋を増築 している.

図 注:ア ー バ ン プ ラ ン ニ ン グ研 究所(1982)で の 図 の タイ トル は,「 長 屋 住 宅 にお け る典 型 的 な 改 善 例 」

で あ る.各 事 例 の説 明 は,ア ー バ ン プ ラ ン ニ ン グ研 究 所(1982)本 文 の 記 述 を も とに 編 集 して い る.

資 料:大 阪 市 総 合 計 画 局(1969):「 大 阪 市都 市性 工 業 調 査 報 告 書 」

出典:ア ー バ ンプ ラ ンニ ン グ研 究 所(1982,p.170)

図3-2-2大 阪市における長屋の増改築の典型事例



傾向をもつ地区として,「 戦前すでに市街化 していた地区で,戦 災に合わずに現在に至っている

老朽長屋の密集 している地区」を挙げ,「 当面のプライオ リティは非戦災老朽住宅密集地区にあ

たえていくのが妥当と考えられる」との結論を提示 している(同,pp.76-79).

また,住 田昌二(1982)は,「 非戦災長屋地域論」(初 出1973)に おいて,「大都市の既成市街

地の内部および周辺地域にひろがる戦前住宅の集積地域(典 型的には戦災からの 「焼けのこり地

域」)は,生 活 ・住宅 ・環境などの諸条件の総体的悪化が進行 してお り,ま た周辺地域 との関連

か らいえば,激 しい土地利用変化の影響をうけて居住地の解体がすすみつつあるもの,発 展から

取 り残 され地域的孤立化がみ られるなど,多 様な問題があらわれてきている.と くに京阪神地域

では,戦 前住宅のス トックが対全国的に大きなウェイ トを占めてお り,問 題のあらわれ方も先鋭

的である」 と述べ,「 非戦災住宅地域に内在する諸問題を分析検討 し,居 住地改善に関 して住宅

政策 ・都市計画上の課題 を提起」 している.

また,大 阪市の非戦災住宅地域の分析を通 じて,「 今後大阪市の住宅政策や生活環境整備を展

開 していく上での中心的課題の一つが,こ の非戦災住宅地域の整備問題であることは明らかであ

る」と述べ,「 非戦災住宅地域が 「問題地域」である理由はどこにあるのか,問 題解決の課題は

何かとい う論点」として,(1)土 地利用 ・居住環境に関する問題,(2)住 生活 ・地域生活に関す

る問題,(3)住 宅管理 ・経営に関する問題,を あげている.

3-2-5戦 前老朽住宅 の戦 後の更新

長屋,特 に戦 前長屋 が集積す る地 区は,市 街 地整備上の課題地 区 として,1970年 代以降,そ

の改善の必要性 が,住 田昌二(1982,初 出1972,1973)を は じめ,研 究者や実務家に よって指

摘 され るよ うにな る.た とえば,森 本信 明(1975)は,以 下の ように述べてい る(同,p.137).

昭和45年 前後より,戦 前老朽住宅の問題が再び とりあげられはじめたのは,そ れな りの

理由がある.第1は,再 開発事業の対象地域の拡大に伴い,戦 前老朽住宅がその地区内に

入ってきたことである.第2は,既 成市街地におけるブライ ト化の進行に伴い,戦 前老朽

住宅地区が典型地区のひ とつ として,と りあげられてきたことである.

また,森 本信 明(1975)は,市 街地整備 上の課題 地区 として 「戦前老朽住宅」を研究対象 とす

る意義 を以下の よ うに述べ ている(同,p.137)*7.

従来のような,再 開発=ク リアランス,と いった方策ではなく,住 宅の増改築,修 繕等,

部分的な修復方策をも含 めた居住地整備手法を考えてゆく上で,戦 前老朽住宅は格好の対

象である.な ぜなら,戦 前老朽住宅は,木 賃アパー トと比べて,か な り幅広い住戸規模の

分布 をしてお り,建 て方別にみても長屋建形式のものが主流であるため,住 宅の前後への

増築,二 階の建て増 し等,「 多様な」方策が考えうるか らである.

*7こ の記述は,長 屋集積地区を対象として,「 ス トック活用」による環境改善の可能性を考察するという

本論文の目的からみても,大 変示唆に富んでいる(序 論-v)(3)).



森本信 明(1975)は,「 戦前 老朽住 宅」に関す る既往 研究 を整理 して,「 戦前 老朽住 宅の更新 を

主導的に進 め る三つ の主体」 として,「 戦前建設貸 家所有者(以 下 「家主」)」,「戦前建設借家居

住者(以 下 「借 家人」)」,「戦前建設住宅所有者(以 下 「持家層」)」があるこ とを指 摘 してい る.

そ して,戦 前老朽住宅の更新の特徴 と して,貸 家 の戸別 の売却 に よる 「持家化」が あると して,

以下の よ うに述べてい る(同,pp.137-138).

戦前建設 住宅の多 くは,当 初,貸 家 として供 給 された もので ある.(昭 和16年 の調査 に

よれ ば,大 阪市の89%.神 戸市の88%,京 都 市の79%が 貸 家であった.)し か しなが ら,

戦後 においては,そ れ らの貸家は,家 主 による 「売 却」,あ るい は居住者 に よる 「買い取 り」

が進み,こ の 「持家化 」を契機 として空間の更新がすす んで きてい るとい う点であ る.

木賃 アパー トの経営で は,経 営状態 の悪化 に対 して,一 棟 ぐるみ経 営を肩替わ りしうる

層 を見出す以外 に,経 営か ら手 をひ く途 はない.と ころが戦前建設貸家 の大半 を占める,

一戸建 あるいは長屋建貸家 にあっては
,戸 別 の売却が可能で ある.こ の相違 が,戦 前建設

貸家 の更新 にお いて,特 に注 目され る 「持家化 」の過程 を生み 出す のであ る.そ して,こ

の事情 こそ,民 間貸家建設 の量が急激 にお ちこんだ昭和20年 代 を除いては,老 朽化の問題

が一気 にふ き出さず,現 在 み られ るよ うに,「 虫喰い的老朽化 」と 「個別更新 による居住環

境 の悪化 問題」 が,戦 前老朽住宅地 区にお いては,併 行 してた ちあ らわれ る原因 とな って

いるのである.

以上の森本信明(1975)の 記述は,京 阪神地域の戦前老朽住宅全般 を対象に しているが,大 阪

市の場合は,戦 前老朽住宅と戦前の長屋は,ほ ぼ同義 とみなすことができ,そ の内容も寺内信

(1993)の 指摘 と適合する.

また,森 本信明(1976)は,大 阪市の 「戦前建設貸家の経営過程」の実態を調査 し,「戦前建

設貸家所有者」(家主)に ついて,「もはや貸家経営継続の意欲は基本的に失われている.現 在の

居住者の長期居住は,一 層その意欲を消失 させてお り,た だひたす ら借家人の転出を待ち,転 出

後の土地利用を夢見ると言った,い わば零細貸地所有者の意識状況に陥っているのが現状であ

る」と述べている.

3-2-6長 屋 と住環境の変容

北條蓮英(1997)は,大 阪市 の長屋集積地 区を対象 に,長 屋 の変容 とそれ にともな う住環境 の

変容 を詳細 に分析 して いる.以 下にその要点 をま とめる.

(1)長 屋 変容 の要 因

北條 蓮英(1997)は,大 阪市生野 区の長屋地域の居住者 ア ンケー ト調査(1981年 に実施)の

結果 をもとに,長 屋居住者の住宅の個別 改善の意識 と行 動 にみ られ る特徴 を,以 下の よ うにま と

めてい る(同,p.99).



① 密集地であ りなが ら居住者は住みよさに対する評価はかな り高い といえる.「 買物,通

勤 ・通学など日常生活の利便性」と並んで 「近所付き合いの良さ」や 「職場が近い,仕 事 ・

商売に都合がよい」をあげる.

② この背景には,地 区の立地条件が都心に近接 し鉄道駅の徒歩圏にあること,周 辺が中小

企業地帯にあること,自 営業,個 人業主をは じめ居住者構成が多様であること*8,居 住者

の定住性が高く,近 年,若 者,壮 年層の減少による高齢化がみられるものの,こ れまで新

旧の住民が うま く融合 してきたこと,近 隣関係が良い という特性があることが反映 してい

るとみることができる.こ れは,一 時期に建設が集 中したニュータウンとかスプロール地

域のような人口構成の偏在 とは異なる特性といえる.

③ しか しなが ら,住 環境上の問題点がある.「 建て込みによる延焼不安」 「公園,遊 び場不

足,交 通量が多 く危険」との指摘は,密 集地の物的環境の基本的な課題の指摘であるとい

える.

④ また,住 宅に関して困ることでは,「部屋数が少ない」「部屋が狭い」といった住宅の狭

隘性のほか,「 外壁,内 壁,天 井,屋 根の痛み」「台所,風 呂,便 所の設備が悪い」 といっ

た住宅性能を指摘す る.つ ま り,住 宅の狭いことに加えて,設 備の陳腐化等が生活の向上

ニーズに対応 していないといえる.ま た,敷 地が狭いため駐車場がないことも車社会にお

*8長 屋集積地区における居住者属性の多様性に関連 して,松 本暢子(1985)は,東 京下町の住商工混在地

区の典型地区である墨田区東向島地区(東 向島1丁 目)を 事例 として,高 齢者の居住実態を把握 し,と く

に,「 高齢者を核 として子世帯が近接別居 ・同居 をしている」ことを特徴 としてあげている.そ して,「家

族の成長に伴った住空間の拡大は,近 隣にアパー トを借 りた り長屋の隣接住戸を買いとったり隣家を借 り

るなどにより実現 されている.本 地区内にさまざまなタイプの形態 ・所有状況の住宅が存在 し,そ の供給

に柔軟性があった ことと居住地への定着志向が高かった点に起因 し世代を越えて住み続ける可能性を提供

しているものと思われる」と述べ,「家族周期段階に適合 した住空間の拡大が転居とい うかたちでなく,近

隣の住宅の購入や賃貸借によってなされている等住宅の用途や形態の混在は,住 環境水準上のマイナス面

としてのみとらえるべ きではない.家 族の成長に伴 う住空間の供給が可能 とな り,親 族網の形成を促 して

いると推察される」 と指摘 している.

また,「家族 ・親族によるケアがなくても地縁によるケアが緊密であり共同体 としての関係に助けられて

いる部分もある」 と指摘 し,「地縁に基づくケアとして,① 冠婚葬祭の実施(特 に葬 ・祭),② 日常生活で

の訪問・簡単な家事労働の提供(買 物 ・子や孫を預る・病人の世話 ・留守番等),③ 居住者間の情報交換(居

住者相互の生活実態を把握 している ・地区内での住みかえを世話 した等)」 などを例 としてあげている.

そして,「以上のような本地区の地縁に基づいた相互扶助体制と地区内の多様な住宅需給状況は,高 齢者

の志向する同居 ・別居居住形態を実現 し,そ の生活を支えるものとして評価」し,こ うした状況は,「①居

住者の定着性が高く長期に居住 している.② 生活基盤が地区内にある.③ 地域活動に積極的でその主体は

地区内に生業をもつ人々である.④ 近隣に親族網を形成 している.⑤ 近隣に多様な住宅が存在 し,取 得が

容易であったこと等の条件が絡み合って生み出されたものと考えられる」とし,「高齢者にとって望ましい

居住状態を生み出すためには,(中 略)政 策立案において,家 族 ・住宅 ・福祉を関連づける必要性が示唆さ

れる」と述べている.

関連 して,松 本暢子(1987)は,東 京の 「木賃アパー ト密集地域」の典型である豊島区東池袋地区を事

例 として,高 齢者の居住実態を把握 してお り,同 地区の高齢借家層を,居 住年数や居住 している住宅の形

態によって,「①長屋滞留型(居 住年数10年 以上)」,「②木賃アパー ト滞留型(木 賃アパー ト居住者,居 住

年数10年 以上)」,「③木賃アパー ト流動型(木 賃アパー ト,間 借 り層,居 住年数5年 未満)」 の3タ イプに

分類 している.そ のなかで,「 「長屋滞留型」は,戦 前建築の木造長屋に10年 以上居住 してお り,老 朽化の

著 しい住宅を借家人が補修するといった,住 宅維持に関しては持家的状況がみ られる.老 朽度は高いが,

居住者の定住意識は高く,親(高 齢者)の 住戸を核 として独立した子世帯が近隣のアパー ト等に居住する

近接別居形態の形成されている例がみられる」 とい う指摘が注 目される。



ける主要な困窮点となっている.

⑤ こうした課題に対 して,居 住者は居住条件を改善するため,実 に多様な個別改善の努力

を積み重ねている.過 去の住宅改善行動では,多岐 の項目に及ぶ.床 面積の拡大を図る改

善行為は困難が伴 うが,そ れだけでなく,住 宅の維持 もしくは,生 活様式の変化に伴 う設

備改善が主 となっている.た だ,個 別改築,改 善の結果,お 互いの 「日当た り,風 通 しな

ど相隣環境を低下」している可能性 も否定できない.ま た,長 屋建てのため,敷 地狭小,

権利関係が借家のため改善が円滑にいかないのも事実である.

⑥ もともと借家であった長屋建住宅が,戦 後昭和20～40年 代にかけて持家化されてきてい

ることを踏まえると,こ の持家化が住宅改善の契機 となっていると考えられる.

以上のように,長 屋居住者は,住 宅の狭隘性や設備の陳腐化に対しては個別の増改築や改修で

対応 し,そ の他,住 環境上の不満は多々あるものの,全 体 としての 「住みよさ」に対する評価は

高いことがわかる.

(2)個 別改善行為からみた相隣環境の変化

北條蓮英(1997)は,大 阪市生野区内の街区を事例 として,建 設当初の形態の長屋(以 下,原

型長屋)の 増改築や個別(戸 別)建 替え行為からみた相隣環境の変化を詳細に調査 し,そ の特徴

を以下のようにまとめている(同,p.107).

① 原型長屋は,当 初はそれな りの相隣環境条件を保持 していた.そ の後の変化を追跡す る

と,隣 接境界付近,表 や背割における増築等により相隣環境の低下,あ るいは劣化が認め

られる.長 屋建住宅の個別改善の事例 として,長 屋の住棟 を切断後建替えによる3階 建化,

長屋の増築,宅 建業者を経た3階 建 ミニ開発がみ られる.

② 将来動向を予想すると,既 存不適格建築物であることから,建 築基準法が正常に機能 し

えない と考えられ,現 状よりも悪化する可能性が高い.

③ 増築は,敷 地内空地の食いつぶ しを伴 うこと,建 替えの場合も,建 売による3階 建 とな

る場合,1階 をガ レージ等を設置するため,建 築面積は敷地一杯に利用 している.前 面道路

との関係で,斜 線制限に不適合であったり,建 ペイ率等の不適合状態が散見 される.

④ 住戸スペースの狭さを補 うための増改築は,結 果的に街区としての住環境の低下をもた

らしている.

以上のように,北 條蓮英(1997)は,長 屋の増改築や個別(戸 別)建 替えといった個別の改善

行為によって,相 隣環境の悪化が進行 していることを問題点 として指摘 している.




